
第
Ⅱ
部

補
論
３

  

安
全
保
障
貿
易

補論３　安全保障貿易

495492 

第 II 部 WTO 協定と主要ケース 

  

 

 

採用する国・地域が、軽課税国所在の外国支店の

所得について、外国税額控除方式に切り替えて課

税する。 

軽課税支払いルール：軽課税国に所在する関連

企業への支払い（使用料等）に対し、支払会社側

の国で課税する（損金算入否認）。 

 

今後の動きとして、BEPS包摂的枠組み会合は、

2021年半ばには解決策を提示することを目標とし

て検討を進め、各国が解決策を実施することを可

能にするためのモデル法制、ガイドライン及び国

際ルール等を策定するとしている。 

 

２．諸外国の動き 

 

在るべき課税ルールについての OECD における

国家間の議論の収束に先行して、各国が独自に課

税措置を導入する動きがある。 

例として、2019 年 7 月にフランスの上・下院

で承認され、同月にマクロン大統領により署名さ

れた、デジタル・サービス税を導入するフランス

の法案がある。この動きを受けて、米国通商代表

は同税に対する通商法 301 条調査を開始し、同年 

12 月に調査報告書を公表するとともに、フランス

のデジタル・サービス税は不合理又は差別的なも

のであって、米国の商業に負担又は制限となって

いると認定した。フランス以外にも経済のデジタ

ル化に対応する課税措置を導入・検討している国

は多数あり、米国は、フランス以外にも10ヶ国・

地域において導入された又は検討中のデジタル・

サービス税に対しても301条調査を開始し、この

うちオーストリア、インド、イタリア、スペイン、

トルコ及び英国のデジタル・サービス税について

は、米国の企業を差別的に扱い租税原則に反する

ものであると認定する調査報告書が2021年1月に

発出されている。もっとも、米国は、いずれの国

のデジタル・サービス税に関しても、301条に基

づく対抗措置を発動するには至っていない（第 I 

部第 2 章の「一方的措置・域外適用」（1）参

照）。 

 

３．今後の課題 

 

経済のデジタル化の進展に合わせ、適切な課税

が行われるよう、引き続き検討や対応を行ってい

く必要がある。 

経済のデジタル化に伴う課税上の課題への対応

に関しては、企業間の公平な競争環境を整備する

ことで日本企業の国際競争力の維持及び向上につ

なげていくことや、新ルールの適用対象の明確化、

過大な事務負担及び二重課税の防止といった観点

に留意して国際的な議論に取り組んでいく必要が

ある。 
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補論３ 

安全保障貿易管理 
 
 
 

安全保障貿易管理については、冷戦終結後、大

量破壊兵器等の拡散や通常兵器の過剰な蓄積等を

防止する観点から、これまで、国際輸出管理レジ

ームや国際連合安全保障理事会決議等に基づき、

国際的な協調下で実施してきた。また、近年、各

国で安全保障貿易管理に関して新たな措置を導入

する動きもあり、貿易・投資環境に与える影響等

についても注目されている。こうした背景を踏ま

え、本補論では、貿易管理の大枠の考え方や、日

本の安全保障貿易管理制度についての概略を述べ

る。 

 

 

１．外為法と国際輸出管理レジーム 

 

(１) 安全保障貿易管理の概要 

安全保障貿易管理は、国際的な平和及び安全の

維持の観点から、大量破壊兵器等の拡散防止や通

常兵器の過剰な蓄積を防止するために、国際的な

輸出管理の枠組みや関係条約に基づき、厳格な輸

出管理を行うことを目的としている。 

例えば、先進国が保有する高度な貨物や技術が、

大量破壊兵器等や通常兵器の開発等を行っている

ような国に渡った場合、国際的な脅威となり、情

勢が不安定化するおそれがある。そのため、各国

は、武器や軍事転用可能な貨物や技術が懸念活動

を行うおそれのある国家やテロリスト等に渡るこ

とを防ぐための輸出管理を行っている。 

また、大量破壊兵器等を規制する核兵器不拡散

条約（ＮＰＴ）、生物兵器禁止条約（ＢＣＷ）及

び化学兵 器禁止条約（ＣＷＣ）に加え、先進国を

中心とした国 際的な枠組み（国際輸出管理レジー

ム）により、大量 破壊兵器等及び通常兵器並びに

それらの開発等に用いられる技術や汎用品等の輸

出の管理が推進されている。このような国際輸出

管理レジームには、核爆発装置の 開発に寄与しう

る機材・技術の移転の規制を目的とする原子力供

給国グループ（ＮＳＧ）、生物・化学兵器 の不拡

散を目的とするオーストラリア・グループ（Ａ

Ｇ）、大量破壊兵器の運搬手段となるミサイル及

びその開発に寄与しうる関連汎用品・技術の輸出

の規制を目的とするミサイル技術管理レジーム

（ＭＴＣＲ）、通常兵器及び機微な関連汎用品・

技術の移転の規制を目的とするワッセナー・アレ

ンジメント（ＷＡ）がある。 

 

(２) 日本における安全保障貿易管理 

我が国の安全保障貿易管理は、我が国又は国際

社会の平和及び安全の維持を期すことを目的とし

て、外国為替及び外国貿易法（以下「外為法」と

いう。）に基づき実施している。 

具体的には、外為法第４８条第１項において、

国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなる

と認められるものとして政令で定める特定の地域

を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出をしよう

とする者は、政令で定めるところにより、経済産

業大臣の許可を受けなければならないとされてい

る。また、外為法第２５条第１項において、国際

的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認

められるものとして政令で定める特定の種類の貨

物の設計、製造若しくは使用に係る技術（以下
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「特定技術」という。）を特定の外国（以下「特

定国」という。）において提供することを目的と

する取引を行おうとする居住者若しくは非居住者

又は特定技術を特定国の非居住者に提供すること

を目的とする取引を行おうとする居住者は、政令

で定めるところにより、当該取引について、経済

産業大臣の許可を受けなければならないとされて

いるとともに、同条第３項において、第１項の規

定の確実な実施を図るため必要があると認めると

きは、特定国を仕向地とする特定技術が記録され

た媒体等の輸出や特定国において受信されること

を目的として行う電気通信による特定技術を内容

とする情報の送信をしようとする者に対し、政令

で定めるところにより、許可を受ける義務を課す

ことができるとされている。 

具体的な規制品目・技術については、輸出貿易

管理令別表第１及び外国為替令別表に定められて

いるが、これらは国際輸出管理レジームにおいて

輸出管理の対象とすることに合意されたものを反

映している。すなわち、ＮＳＧ、ＡＧ、ＭＴＣＲ、

ＷＡの各会合における毎年の合意事項に基づき、

我が国の規制対象品目・技術を見直しているもの

である。 

規制方法や許可基準の大枠については、輸出管

理レジームに定めがある場合もある。例えば、原

子力専用品（ＮＳＧパート１品目）を非核兵器国

に輸出する際には、原則として、輸入国政府がＩ

ＡＥＡとの間で包括的保障措置協定を発効させて

いることを条件に行われることとされている。 

一方、各参加国における規制は、各国の裁量の

下に実施されるものとされており、我が国におい

ては、前述した外為法の法目的に照らし、制度設

計・運用を実施している。 

 

 
＜参考＞ 

 
 

 




